
非常災害時等の対応について 

 

 暴風警報、特別警報等が発令された場合につきましては、以下のような措置を取らせていただきます

ので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

１ 「暴風警報」「暴風雪警報」が発令された場合 

(1) 登校前 

① 午前６時の段階で警報が発令されている場合は、午前中の授業を中止とします。 

② 午前１１時の段階でも警報が発令されている場合は、午後の授業も中止とします。 

③ 午前６時から午前１１時の間に警報が解除された場合は、午後の授業を行います。その場合、

普段の分団集合時刻から５時間後を臨時の集合時刻とし、午後１時００分～１時１５分までに

学校に到着するように分団で登校してください。詳しくは「スクリレ」でお知らせします。 

(2) 在校中 

  ○ 授業を中止し、下校します。「スクリレ」でお知らせしますので、保護者または代理人による引

き取りをお願いします。 

 

２ 「大雨警報」「洪水警報」「高潮警報」「大雪警報」が発令された場合 

  原則、授業を行います。通常どおり登校させてください。 

 

３ 「特別警報」、上志段味小学区に「避難指示」が発令された場合 

(1) 登校前 

  ○ １ 「暴風警報」「暴風雪警報」が発令された場合に準じます。 

(2) 在校中 

○ １ 「暴風警報」「暴風雪警報」が発令された場合に準じます。 

 

４ 震度５強以上の地震が発生した場合 

(1) 登校前 

  ○ 自宅で待機してください。その後の指示は「スクリレ」でお知らせします。 

(2) 在校中 

  ○ １ 「暴風警報」「暴風雪警報」が発令された場合に準じます。 

 

５ 「南海トラフ地震に関する情報」が発表された場合 

(1) 登校前 

  ○ 特に学校から連絡がない限り、通常どおり登校してください。 

(2) 在校中 

  ○ 「南海トラフ地震に関する情報」が発表されたことを「スクリレ」でお知らせします。状況に

より授業を中止する場合は、「スクリレ」でお知らせしますので、保護者または代理人による引

き取りをお願いします。 

 



Ｊアラートを通じて緊急情報が出された場合の対応について 
令和 5年 9月更新 

 

１ 愛知県に、「①ミサイル発射情報・避難の呼びかけ」が出された場合 

登校前 
自宅で安全確保   

続報によって安全が確認できたら、登校 

登校中 
近くの建物等で安全確保   

続報によって安全が確認できたら、そのまま登校 

在校中 学校で安全確保 

下校中 
近くの建物等で安全確保   

続報によって安全が確認できたら、そのまま下校 

 

 

 

２ 「①ミサイル発射情報・避難の呼びかけ」に引き続き、「⑤直ちに避難することの

呼びかけ」「⑥破壊情報」「⑦落下推定情報（日本の領土・領海に落下）」が出され

た場合 

 

引き続き屋内に避難する必要があるため、自宅待機中の場合は、登校を見合わせ、

安全が確認されるまで、休業とします。 

学校に児童がいる場合は、安全が確認されるまで、学校で待機させます。 

 登下校中の場合は、安全確保に努めるようお話しください。 

 いずれの場合も、Ｊアラートによる続報に注意することが大切です。 

 

 

３  「①ミサイル発射情報・避難の呼びかけ」に引き続き、「②通過情報・避難の呼

びかけの解除」「③落下推定情報（日本の領海外の海域に落下）」「④避難の呼び

かけの解除」「⑧避難呼びかけの解除」が出された場合    

 

     屋内に避難する必要がなくなるため、自宅待機中の場合は、学区内の安全を確認

し、スクリレ等で、登校する時刻等についてお知らせします。 

学校に児童がいる場合は、通常授業となります。 

 

 



  


